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答   申  

 

審 査 請 求 人 （ 以 下 「 請 求 人 」 と い う 。 ） が 提 起 し た 精 神 障 害 者 保 健

福 祉 手 帳 （ 以 下 「 手 帳 」 と い う 。 ） の 障 害 等 級 認 定 に 係 る 審 査 請 求 に

ついて、審査庁か ら諮問があったの で、次のとおり答 申する。  

 

第１  審査会の結 論  

   本件審査請 求は、棄却すべき である。  

 

第２  審査請求の 趣旨  

本 件 審 査 請 求 の 趣 旨 は 、 東 京 都 知 事 （ 以 下 「 処 分 庁 」 と い

う 。 ） が 請 求 人 に 対 し 、 発 行 年 月 日 を 令 和 ２ 年 ６ 月 １ ９ 日 と し て

行 っ た 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 （ 以 下 「 法 」 と

い う 。 ） に 基 づ く 手 帳 の 交 付 決 定 処 分 の う ち 、 障 害 等 級 を ２ 級 と

認 定 し た 部 分 （ 以 下 「 本 件 処 分 」 と い う 。 ） に つ い て 、 障 害 等 級

１級に変更するこ と を求めるもので ある。  

 

第３  請求人の主 張の要旨  

請 求 人 は 、 お お む ね 以 下 の こ と か ら 、 本 件 処 分 の 違 法 性 又 は 不

当 性 を 主 張 し 、 手 帳 の 障 害 等 級 を １ 級 に 変 更 す る こ と を 求 め て い

る。  

「 診 断 書 」 の 記 載 内 容 （ 特 に ４ 、 ５ 、 ６ 、 ７ 、 ８ ） 、 「 基 準

１ 」 、 「 基 準 ２ 」 、 「 留 意 事 項 １ 」 、 「 留 意 事 項 ２ 」 及 び 「 別 添

２ 」 で 示 さ れ て い る 内 容 を 総 合 的 に 考 慮 す る と 、 障 害 等 級 １ 級 と

しないのは不適正 であり、２級から １級へ等級変更す べきです。  
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第４  審理員意見 書の結論  

本 件 審 査 請 求 は 理 由 が な い か ら 、 行 政 不 服 審 査 法 ４ ５ 条 ２ 項 の

規定を適用して棄 却すべきである。  

 

第５  調査審議の 経過  

審査会は、本件諮 問について、以下 のように審議した 。  

年  月  日  審  議  経  過  

令和  ３年  ２月  ２日  諮問  

令和  ３年  ３月 １９日  審議（第５３回第 ２部会）  

令和  ３年  ４月 ２３日  審議（第５４回第 ２部会）  

 

第６  審査会の判 断の理由  

審 査 会 は 、 請 求 人 の 主 張 、 審 理 員 意 見 書 等 を 具 体 的 に 検 討 し た

結果、以下のよう に判断する。  

１  法令等の定め  

⑴  法 ４ ５ 条 １ 項 は 、 精 神 障 害 者 は 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 書 類

を 添 え て 、 そ の 居 住 地 の 都 道 府 県 知 事 に 手 帳 の 交 付 を 申 請 す る

こ と が で き る と 定 め 、 同 条 ２ 項 は 、 都 道 府 県 知 事 は 、 手 帳 の 交

付 申 請 に 基 づ い て 審 査 し 、 申 請 者 が 「 政 令 で 定 め る 精 神 障 害 の

状 態 」 に あ る と 認 め た と き は 、 申 請 者 に 手 帳 を 交 付 し な け れ ば

ならない旨定めて いる。  

⑵  法 ４ ５ 条 ２ 項 の 規 定 を 受 け て 、 法 施 行 令 ６ 条 は 、 １ 項 に お い

て 、 「 政 令 で 定 め る 精 神 障 害 の 状 態 」 は 、 ３ 項 に 規 定 す る 障 害

等 級 に 該 当 す る 程 度 の も の と し 、 ３ 項 に お い て 、 障 害 等 級 は 、

障 害 の 程 度 に 応 じ て 重 度 の も の か ら １ 級 、 ２ 級 及 び ３ 級 と し 、

各 級 の 「 精 神 障 害 の 状 態 」 に つ い て は 、 別 紙 ２ の 表 の と お り と

規 定 し 、 ま た ２ 項 に お い て 、 手 帳 に は 障 害 等 級 を 記 載 す る も の

としている。  
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⑶  法 ４ ５ 条 ４ 項 は 、 手 帳 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 厚 生 労 働 省 令 で

定 め る と こ ろ に よ り 、 ２ 年 ご と に 、 同 条 ２ 項 の 政 令 で 定 め る 精

神 障 害 の 状 態 に あ る こ と に つ い て 、 都 道 府 県 知 事 の 認 定 を 受 け

なければならない と規定している。  

⑷  ま た 、 法 施 行 令 ６ 条 ３ 項 が 定 め る 障 害 等 級 の 認 定 に 係 る 精 神

障 害 の 状 態 の 判 定 に 当 た っ て は 、 精 神 疾 患 （ 機 能 障 害 ） 及 び 能

力 障 害 （ 活 動 制 限 ） の 状 態 が 重 要 な 判 断 資 料 と な る こ と か ら 、

「 精 神 疾 患 （ 機 能 障 害 ） の 状 態 」 （ 以 下 「 機 能 障 害 」 と い

う 。 ） と 「 能 力 障 害 （ 活 動 制 限 ） の 状 態 」 （ 以 下 「 活 動 制 限 」

と い う 。 ） の 二 つ の 要 素 を 勘 案 し て 「 総 合 判 定 」 す べ き も の と

さ れ て い る （ 「 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 の 障 害 等 級 の 判 定 基 準

に つ い て 」 （ 平 成 ７ 年 ９ 月 １ ２ 日 健 医 発 第 １ １ ３ ３ 号 厚 生 省 保

健 医 療 局 長 通 知 。 以 下 「 判 定 基 準 」 と い う 。 ） 及 び 「 精 神 障 害

者 保 健 福 祉 手 帳 の 障 害 等 級 の 判 定 基 準 の 運 用 に 当 た っ て 留 意 す

べ き 事 項 に つ い て 」 （ 平 成 ７ 年 ９ 月 １ ２ 日 健 医 精 発 第 ４ ６ 号 厚

生 省 保 健 医 療 局 精 神 保 健 課 長 通 知 。 以 下 「 留 意 事 項 」 と い い 、

判定基準と併せて 「判定基準等」と いう。））。  

な お 、 法 ４ ５ 条 各 項 の 規 定 に よ り 都 道 府 県 知 事 が 行 う 事 務

は 、 地 方 自 治 法 ２ 条 ８ 項 の 自 治 事 務 で あ る と こ ろ （ 法 ５ １ 条 の

１ ３ 第 １ 項 参 照 ） 、 判 定 基 準 等 の 各 定 め は 、 手 帳 の 申 請 に 対 応

す る 事 務 に 関 す る 地 方 自 治 法 ２ ４ ５ 条 の ４ 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

く 技 術 的 助 言 （ い わ ゆ る ガ イ ド ラ イ ン ） に 当 た る も の で あ り 、

その内容も合理的 で妥当なものと解 せられる。  

⑸  そ し て 、 法 ４ ５ 条 １ 項 の 規 定 を 受 け た 法 施 行 規 則 ２ ３ 条 ２ 項

１ 号 に よ れ ば 、 手 帳 の 交 付 申 請 は 、 医 師 の 診 断 書 を 添 え て 行 う

こ と と さ れ 、 こ の こ と は 、 同 規 則 ２ ８ 条 １ 項 に よ り 、 法 ４ ５ 条

４ 項 の 規 定 に よ る 手 帳 の 更 新 申 請 の 場 合 も 同 様 と さ れ て い る こ

と か ら 、 本 件 に お い て も 、 上 記 ⑷ の 「 総 合 判 定 」 は 、 本 件 申 請
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時 に 提 出 さ れ た 本 件 診 断 書 に よ り 、 そ の 記 載 内 容 全 般 を 基 に 、

客 観 的 に な さ れ る べ き も の と 解 さ れ る 。 こ の た め 、 本 件 診 断 書

の 記 載 内 容 を 基 に し た 判 断 に 違 法 又 は 不 当 な 点 が な け れ ば 、 本

件処分に取り消す べき理由があると することはできな い。  

２  次 に 、 本 件 診 断 書 の 記 載 内 容 を 前 提 に 、 本 件 処 分 に 違 法 又 は 不

当な点がないかど うか、以下、検討 する。  

⑴  機能障害につ いて  

ア  請求人の主た る精神障害として 記載されている「 自閉症ス

ペ ク ト ラ ム 障 害  Ｉ Ｃ Ｄ コ ー ド （ Ｆ ８ ４ ） 」 （ 別 紙 １ ・

１）は、判定基準 によれば「発達障 害」に該当する。  

     「 発 達 障 害 」 に よ る 機 能 障 害 に つ い て は 、 判 定 基 準 に よ れ

ば 、 「 そ の 主 症 状 と そ の 他 の 精 神 神 経 症 状 が 高 度 の も の 」 が

障 害 等 級 １ 級 、 「 そ の 主 症 状 が 高 度 で あ り 、 そ の 他 の 精 神 神

経 症 状 が あ る も の 」 が 同 ２ 級 、 「 そ の 主 症 状 と そ の 他 の 精 神

神経症状があるも の」が同３級とさ れている。  

イ  以 下 、 こ れ を 前 提 に 、 請 求 人 の 機 能 障 害 の 状 態 に つ い て 検

討する。  

(ｱ) 本 件 診 断 書 の 「 発 病 か ら 現 在 ま で の 病 歴 及 び 治 療 内 容 等 」

欄 に は 、 別 紙 １ ・ ３ の と お り 、 「 推 定 発 病 時 期 」 は 「 ２ ０ １

６ 年 ５ 月 頃 」 と 記 載 さ れ 、 「 ２ ０ １ ６ 年 ５ 月 頃 に 職 場 が 合 わ

な い こ と か ら 不 眠 、 吐 き 気 、 動 悸 、 胸 痛 が 出 現 。 同 年 １ １ 月

よ り 心 療 内 科 に 通 院 し １ ２ 月 よ り 休 職 。 ２ ０ １ ６ 年 １ １ 月 〇

〇 ク リ ニ ッ ク （ ア ル コ ー ル 依 存 症 の 診 断 ） 、 ２ ０ １ ６ 年 １ ２

月 〇 〇 メ ン タ ル ク リ ニ ッ ク （ 適 応 障 害 の 診 断 ） を 受 診 し 、 ２

０ １ ７ 年 ４ 月 ５ 日 、 〇 〇 病 院 精 神 科 に 転 院 。 精 査 を 受 け 発 達

障 害 と 診 断 さ れ た 。 ２ ０ １ ７ 年 ８ 月 に ○ ○ ク リ ニ ッ ク に 通

院 。 幻 覚 妄 想 状 態 の た め ２ ０ １ ８ 年 ３ 月 ９ 日 ～ ５ 月 ３ １ 日 、

２ ０ １ ９ 年 ２ 月 １ 日 ～ ２ 月 ２ １ 日 ま で 〇 〇 病 院 入 院 。 退 院 後
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は 、 ○ ○ ク リ ニ ッ ク に 通 院 し て い た 。 ○ ○ か ら ○ ○ 区 へ の 転

居 に 伴 い 、 同 年 １ ０ 月 １ １ 日 当 院 初 診 。 以 降 当 院 外 来 に て 加

療を継続している 。」と記載されて いる。  

ま た 、 「 現 在 の 病 状 ・ 状 態 像 等 」 欄 は 、 別 紙 １ ・ ４ の と お

り 、 「 抑 う つ 状 態 （ 憂 う つ 気 分 ） 」 、 「 幻 覚 妄 想 状 態 （ ① 幻

覚 、 ② 妄 想 ） 」 、 「 情 動 及 び 行 動 の 障 害 （ 暴 力 ・ 衝 動 行

為 ） 」 及 び 「 広 汎 性 発 達 障 害 関 連 症 状 （ ① 相 互 的 な 社 会 関 係

の 質 的 障 害 、 ② コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の パ タ ー ン に お け る 質 的

障 害 、 ③ そ の 他 （ 自 閉 傾 向 ） ） 」 に 該 当 し 、 「 現 在 の 病 状 、

状 態 像 等 の 具 体 的 程 度 、 症 状 、 検 査 所 見 等 」 欄 は 、 別 紙 １ ・

５ ・ (1)の と お り 、 「 会 社 の 人 に 監 視 さ れ て い る 、 胃 の 中 か

ら 虫 が あ が っ て く る な ど の 妄 想 を 認 め る 。 警 察 及 び 探 偵 に 見

張 ら れ て い る と の 妄 想 も あ り 、 通 院 時 以 外 は 外 出 す る こ と は

な く 、 家 の 中 に 引 き 籠 も っ て い る 。 」 と 記 載 さ れ 、 「 検 査 所

見 」 （ 別 紙 １ ・ ５ ・ (2)） に は 記 載 が な い 。 「 生 活 能 力 の 状

態 の 具 体 的 程 度 、 状 態 像 」 欄 は 、 別 紙 １ ・ ７ の と お り 、 「 日

常 生 活 は 著 し く 低 下 し 、 日 常 生 活 は ヘ ル パ ー の 援 助 に て な ん

と か 維 持 し て い る 。 」 と 記 載 さ れ て お り 、 「 就 労 状 況 に つ い

て」は、「障害者 雇用」と記載され ている。  

(ｲ ) こ れ ら の 記 載 に よ れ ば 、 請 求 人 は 、 現 在 、 精 神 疾 患 で あ

る 自 閉 症 ス ペ ク ト ラ ム 障 害 を 有 し 、 広 汎 性 発 達 障 害 関 連 症

状 に よ り 、 相 互 的 な 社 会 関 係 の 質 的 障 害 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ

ョ ン の パ タ ー ン に お け る 質 的 障 害 が 認 め ら れ る 。 ま た 、 限

定 し た 常 同 的 で 反 復 的 な 関 心 と 活 動 は み ら れ ず 、 感 覚 過 敏

に つ い て は 記 載 が な い 。 広 汎 性 発 達 障 害 に お け る 主 症 状 に

つ い て 、 具 体 的 な 記 載 は み ら れ な い が 、 長 期 に わ た る 職 場

に お け る 適 応 困 難 が よ み と れ 、 お お む ね 過 去 ２ 年 間 に お い

て 、 ２ 回 の 入 院 に 至 る 病 状 悪 化 が み ら れ た こ と か ら 、 主 症
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状 は 高 度 と 考 え ら れ る 。 一 方 、 そ の 他 の 精 神 神 経 症 状 に つ

い て は 、 憂 う つ 気 分 、 幻 覚 、 妄 想 、 暴 力 ・ 衝 動 行 為 が 存 在

し 、 そ の 程 度 に つ い て は 、 「 会 社 の 人 に 監 視 さ れ て い る 」 、

「 胃 の 中 か ら 虫 が あ が っ て く る 」 、 「 警 察 及 び 探 偵 に 見 張

ら れ て い る 」 と さ れ て い る が 、 障 害 者 雇 用 で 就 労 し て 、 単

身 生 活 を 送 り 、 自 ら 通 院 の た め 外 出 し て い る こ と か ら 、 そ

の他の精神神経症 状が高度とまでは 認め難い。  

(ｳ ) 請 求 人 の 機 能 障 害 の 程 度 は 、 上 記 述 べ た と こ ろ を 、 「 発 達

障 害 」 の 判 定 基 準 等 に 照 ら し て 検 討 す る と 、 障 害 等 級 １ 級 に

相 当 す る 「 そ の 主 症 状 と そ の 他 の 精 神 神 経 症 状 が 高 度 の も

の 」 に 該 当 す る 程 度 に 至 っ て い る と ま で は 認 め ら れ ず 、 「 そ

の 主 症 状 が 高 度 で あ り 、 そ の 他 の 精 神 神 経 症 状 が あ る も の 」

として、同２級に 該当すると判断す るのが相当である 。  

⑵  活動制限につ いて  

ア  次 に 、 請 求 人 の 活 動 制 限 に つ い て み る と 、 本 件 診 断 書 に よ

れば 、「 日常 生 活 能力 の程 度」 欄 は 、 別 紙１ ・６ ・ (3)の とお

り 、 「 精 神 障 害 を 認 め 、 日 常 生 活 に 著 し い 制 限 を 受 け て お

り、 常時 援助 を 必 要と する 。 」 と さ れ、 留意 事項 ３ ・ (6)の表

か ら す る と 、 こ の 記 載 の み に 限 っ て 見 れ ば 、 請 求 人 の 活 動 制

限 の 程 度 は 、 お お む ね 障 害 等 級 １ 級 程 度 の 区 分 に 該 当 し 得 る

ともいえる。  

一 方 、 日 常 生 活 あ る い は 社 会 生 活 の 具 体 的 な 支 障 の 程 度 に

つ い て 判 定 す る 「 日 常 生 活 能 力 の 判 定 」 欄 は 、 別 紙 １ ・ ６ ・

(2)の と お り 、 ８ 項 目 中 、 ７ 項 目 （ 適 切 な 食 事 摂 取 、 身 辺 の 清

潔 保 持 及 び 規 則 正 し い 生 活 、 金 銭 管 理 と 買 物 、 他 人 と の 意 思

伝 達 及 び 対 人 関 係 、 身 辺 の 安 全 保 持 及 び 危 機 対 応 、 社 会 的 手

続 及 び 公 共 施 設 の 利 用 、 趣 味 ・ 娯 楽 へ の 関 心 及 び 文 化 的 社 会

的 活 動 へ の 参 加 ） が 、 判 定 基 準 に お い て 障 害 等 級 １ 級 程 度 に
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相 当 す る 「 で き な い 」 と 、 １ 項 目 （ 通 院 と 服 薬 ） が 、 判 定 基

準 に お い て 同 ２ 級 程 度 に 相 当 す る 「 援 助 が あ れ ば で き る 」 と

記載されている。  

そ し て 、 「 現 在 の 生 活 環 境 」 欄 は 、 別 紙 １ ・ ６ ・ (1)の と お

り 、 「 在 宅 （ 単 身 ） 」 と さ れ 、 「 生 活 能 力 の 状 態 の 具 体 的 程

度 、 状 態 像 」 欄 は 、 別 紙 １ ・ ７ の と お り 、 「 日 常 生 活 は 著 し

く 低 下 し 、 日 常 生 活 は ヘ ル パ ー の 援 助 に て な ん と か 維 持 し て

い る 。 」 と 記 載 さ れ 、 「 就 労 状 況 に つ い て 」 は 、 「 障 害 者 雇

用 」 と さ れ 、 「 現 在 の 障 害 福 祉 等 サ ー ビ ス の 利 用 状 況 」 欄

は 、 別 紙 １ ・ ８ の と お り 、 「 そ の 他 の 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 」 と

記載され、「備考 」欄（別紙１・９ ） には記載がない 。  

イ  本 件 診 断 書 の 記 載 全 般 か ら す る と 、 請 求 人 は 、 精 神 疾 患 で

あ る 自 閉 症 ス ペ ク ト ラ ム 障 害 に 罹 患 し 、 ヘ ル パ ー や そ の 他 の

障 害 福 祉 サ ー ビ ス を 利 用 し な が ら 、 通 院 治 療 を 継 続 し 、 在 宅

生 活 を 維 持 し 、 障 害 者 雇 用 で 就 労 し て い る 状 況 に あ る と 認 め

ら れ 、 本 件 診 断 書 に お い て 日 常 生 活 の 程 度 や 援 助 の 内 容 及 び

頻 度 に つ い て 具 体 的 な 記 載 が な い な か 、 日 常 生 活 に お い て 常

に 援 助 が な け れ ば 、 必 要 と さ れ る 基 本 的 な 活 動 ま で 自 ら 行 え

な い ほ ど の 状 態 と ま で は 考 え に く く 、 食 事 、 保 清 、 金 銭 管

理 、 危 機 対 応 に 中 等 度 な い し は 重 度 の 問 題 が あ っ て 、 「 必 要

な 時 に は 援 助 を 受 け な け れ ば で き な い 」 程 度 （ 留 意 事 項 ３ ・

(6)）のものと判 断することが相当 である。  

ウ  し た が っ て 、 請 求 人 の 活 動 制 限 の 程 度 は 、 以 上 述 べ た と こ

ろ を 、 判 定 基 準 等 に 照 ら し て 検 討 す る と 、 障 害 等 級 の １ 級 程

度 に は 至 っ て お ら ず 、 お お む ね 同 ２ 級 程 度 に 該 当 す る と 判 断

するのが相当であ る。  

⑶  総合判定  

上 記 (1)及 び (2)で 検 討 し た 機 能 障 害 と 活 動 制 限 と の 両 面 を 併
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せ て 総 合 判 定 す る と 、 請 求 人 の 障 害 程 度 は 、 「 日 常 生 活 の 用 を

弁 ず る こ と を 不 能 な ら し め る 程 度 の も の 」 （ １ 級 ） に 至 っ て い

る と ま で は 認 め ら れ ず 、 「 日 常 生 活 が 著 し い 制 限 を 受 け る か 、

又 は 日 常 生 活 に 著 し い 制 限 を 加 え る こ と を 必 要 と す る 程 度 の も

の 」 （ ２ 級 ） に 該 当 す る と 判 定 す る の が 相 当 で あ り 、 こ れ と 同

旨 の 結 論 を 採 る 本 件 処 分 は 、 違 法 又 は 不 当 な も の と は 認 め ら れ

ない。  

３  請 求 人 は 、 上 記 第 ３ の と お り 、 本 件 処 分 に つ い て 、 障 害 等 級 １

級 に 変 更 す べ き と 主 張 し て い る が 、 前 述 （ １ ・ (5)） の と お り 、 障

害 等 級 の 認 定 に 係 る 総 合 判 定 は 、 申 請 時 に 提 出 さ れ た 診 断 書 の 記

載 内 容 全 般 に 基 づ い て 客 観 的 に な さ れ る べ き も の で あ る と こ ろ 、

本 件 診 断 書 に よ れ ば 、 請 求 人 の 症 状 は 、 判 定 基 準 等 に 照 ら し て 障

害 等 級 ２ 級 と 認 定 す る の が 相 当 で あ る こ と か ら （ ２ ・ (3)） 、 請 求

人の主張に理由は ないというほかは ない 。  

４  請求人の主張 以外の違法性又は 不当性についての 検討  

その他、本件処分 に違法又は不当な 点は認められない 。  

 

以上のとおり、審 査会として、審理 員が行った審理手 続の適正性や法

令解釈の妥当性を 審議した結果、審 理手続、法令解釈 のいずれも適正に

行われているもの と判断する。  

よって、「第１  審査会の結論」の とおり判断する。  

 

（答申を行った委 員の氏名）  

 近藤ルミ子、山 口卓男、山本未来  

  

 

別紙１及び別紙２ （略）  

 


